
国民健康保険納付金必要額について 
平成３０年度以降 

国・都 
公費 

前期高齢者
交付金 

納付金必要額 

国・都 
公費（拡充） 

 

前期高齢者
交付金 

納付金必要額 
 

現行の仕組みで算定 

医療費 

加入者の年齢構成が同じで医療費が同額の場合、公費拡充の分、納付金必要額が
減額となる。 
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国民健康保険税と繰入金の関係 

繰入金 

保険税 

繰入金 

保険税 

繰入金 
 

保険税 

繰入金 

保険税 

繰入金 

保険税 

繰入金 

保険税 

繰入金を同額とする場合、
税率の変更は必要ない。 

税率を同率とする場合、
繰入金は減になる。 

①納付金必要額が改正
前後で同額のケース 

②納付金必要額が改正
前後で減額するケース 

③納付金必要額が改正
前後で増額するケース 

繰入金を変更しない場合、
税率を上げる必要がある。 

※被保険者数の増減は考慮していない。 

改正前 改正後 改正前 改正前 

改正後 

改正後 
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